
子ども未来局　令和２年度　局運営方針（案）
１．主な現状と課題

（１）子育てがしやすい環境づくり

本市では、共働き世帯の増加や核家族化の進展などにより、保育所等の利用を

希望される方が年々増加しており、平成31年4月現在、393人の待機児童が生じて

います。

そのため、子育てと仕事を両立し、安心して子どもを産み育てられる環境を実

現できるよう、積極的に認可保育所等の整備を進める必要があります。併せて、

小規模保育事業や家庭的保育事業（保育ママ）の整備、既存のナーサリールーム

や家庭保育室等の活用、子育て支援型幼稚園の認定促進などにより、子育て家庭

の様々なニーズに応えられる多様な保育の受け皿確保を図る必要があります。

核家族化の進展、地域のつながりの希薄化、共働き世帯の増加などにより、家

庭や地域における子育て機能が低下し、子ども・青少年を取り巻く環境は依然厳

しく、子育て支援に関する市民ニーズは高い状況にあります。

誰もが安心して子供を産み育てることができる環境を整備するため、障害や虐

待などにより社会的支援や経済的支援が必要な子どもとその家族も含め、未来を

担うすべての子どもが健やかに成長できる環境づくりを推進し、乳幼児期から青

少年期に至るまで切れ目のない支援をより一層充実させていく必要があります。
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※ 認可保育所等：認可保育所、認定こども園 ／ 小規模保育事業等：小規模保育事業、事業所内保育事業

※ 平成30年度以降の待機児童数は、改正後の厚生労働省の待機児童数調査要領に基づく数値。

さいたま市の認可保育施設数・定員等の状況（各年4月1日現在）
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施設の量的拡大に伴い、幼稚園教諭や保育士などの保育人材の確保・離職防止

も課題となっています。このような状況を踏まえ、保育士の資格取得支援や幼稚

園教諭・保育士の就業支援等により、保育人材の確保等の取組を一層、強化して

いく必要があります。

併せて、幼児教育・保育の「質の向上」を図る必要もあります。幼稚園や保育

所等における安心・安全な環境の確保や教育・保育の専門性向上に資する取組を

更に強化していくことが求められています。

また、子育て家庭の多様な保育ニーズに対応するため、幼稚園における預かり

保育事業等の充実を図るとともに、保育コンシェルジュや保育コーディネーター

を各区に配置し、保護者のニーズと必要な保育サービス等を適切に結びつける必

要があります。

さらに、放課後児童クラブでは、「子ども・子育て支援新制度」施行に伴う受

入対象学年の拡大、共働き世帯の増加等による全体的な需要の高まりを受け、平

成31年4月現在の待機児童数は392人となっています。

依然として深刻な状況が続いているため、余裕教室の活用も含めた積極的な整

備を行い、待機児童の解消を図る必要があります。
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放課後児童クラブの施設数及び待機児童数（各年4月1日現在）

施設数

待機児童数

子どもの問題の背景には、発達障害などの「本人に生じる問題」や、夫婦間Ｄ

Ｖなどの「家庭の問題」、いじめなどの「学校内の問題」が複雑に絡み合ってい

ます。これらの現状に適切に対応するためには、専門相談機関の集積・連携強化

などによる相談ワンストップの実現、居場所・交流の場に付帯した相談窓口によ

る相談への誘導、子ども・家庭に関する担い手の育成や常に最新の課題へ対応す

るための企画・研究などによる市全体の子育て支援力の向上が求められていま

す。

本人に生じる問題
発達障害、反応性愛着障害等

家庭の問題
夫婦間ＤＶ、虐待加害、ネグレクト、

アルコール・薬物等の問題、

親の精神疾患 等子どもの問題
不登校、ひきこもり、学業不振、自傷行為、

自殺、暴力、非行、摂食障害、

身体症状、被虐待 等

学校内の問題
いじめ（加害、被害）、友人や先輩・後輩とのトラブル、

教師との関係の問題 等

また、民設クラブの拡充を進めるため、人材や施設の確保、保護者負担の軽減

に関する支援をさらに推し進める必要があります。
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障害のある児童や支援を必要とする児童は、年々増加傾向にあります。保育所

の役割として、個々の障害の特性に対する理解を深めながら、できる限り多くの

児童を受け入れ、集団生活を通じ、心身の健全な発達を促進していくことが求め

られています。

認可保育所等における障害児の受け入れに当たっては、様々な障害に対応する

ための専門知識等に関する研修を実施するなど、保育士の資質向上と質の高い障

害児保育を推進していく必要があります。
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（２）専門的な知識・技術が必要な子ども・家庭への支援の充実

年々児童虐待が増加しており、さらに児童問題については複雑、深刻化してい
ます。このような中、児童相談所への虐待通告や相談が増え、それに対応するた
め、相談体制を強化し、児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、家族の再
統合に至るまで切れ目のない支援を推進し、関係機関との連携の強化や専門性の
更なる向上を図っていく必要があります。
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（３）子ども・若者の健全育成

子ども・若者をめぐる環境の悪化や、社会生活を営む上での困難を抱えた青

少年・若者の問題が深刻な状況にあるなど、子ども・若者をめぐる状況は大き

く変化しています。

そのため、必要な支援を行うための地域連携並びに地域における多彩な担い

手の育成を推進するとともに、困難を抱えている子ども・若者などに対し、そ

の置かれている状況を克服することができるよう、必要な支援を講じる必要が

あります。

また、個々の価値観や生き方が多様化していく中で、一人ひとりの子ども・

若者が、健やかに成長し、次代の社会を担うことができるよう、多様な体験や

活動の提供などの支援を講じる必要があります。

発達障害の社会的認知の広がりにより、乳幼児期から適切な医療・療育を必要

とする子どもが増加しています。発達障害がある幼児・児童及びその保護者が地

域生活を円滑に送ることができるよう、発達障害児への支援を行うとともに保護

者に対する支援も実施する必要があります。また、障害児が日常を過ごす施設へ

専門職が訪問し助言を行う等の支援についても引き続き実施し、関係機関と連携

を取りながら発達障害児への支援を推進していく必要があります。
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（４）ひとり親家庭等への自立支援の充実

ひとり親家庭を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあり、両親がそろっ

た家庭に比べて就労収入が低い傾向にあります。このため、ひとり親家庭の父

又は母の就業を促進し、経済的な自立や生活の安定を支援するとともに、就労

収入が低い状態が世代間に連鎖しないよう、対策を講じる必要があります。

※平成30年度実施 さいたま市子ども・子育て支援事業計画に係る基礎調査 ｎ＝464人
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２．基本方針・区分別主要事業

（１）子育てがしやすい環境づくりをします。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

1 拡大 特定教育・保育施設等 5,745,790 3,096,154 待機児童の解消に向け、更なる保育所等の施

総振 の整備事業 (380,477) (229,158) 設整備を進めるため、賃貸物件を活用した施

倍増 〔のびのび安心子育て 設整備に対する補助制度を拡充し、28施設、

創生 課〕 定員2,083人分の整備に要する費用の一部を

補助

2 特定教育・保育施設等 26,879,306 24,109,784 特定教育・保育施設（私立認可保育所、認定

の運営費給付事業 (6,806,608) (6,267,156) こども園等）及び特定地域型保育事業者（小

〔保育課〕 規模保育事業等）に対し、運営費を支給

3 特定教育・保育施設等 1,553,292 1,471,070 私立認可保育所等が行う多様な保育ニーズに

に対する補助事業 (1,094,584) (1,057,504) 対応した各種保育事業に係る経費の一部を助

〔保育課〕 成

4 拡大 保育人材確保対策事業 1,267,357 1,193,396 市内保育施設への就職支援を実施するほか、

総振 〔保育課〕 (863,926) (915,791) 保育士の処遇改善の助成や保育士用宿舎の借

倍増 り上げに係る経費の一部を助成するとともに、

創生 園外保育の安全確保のため、保育支援者に対

する補助を拡充

5 拡大 私立幼稚園等預かり保 419,830 344,983 私立幼稚園等の預かり保育事業に対する補助

総振 育促進事業 (324,950) (279,657) 制度を拡充するとともに、市が認定した「子

倍増 〔幼児政策課〕 育て支援型幼稚園」の利用者負担に対し助成

創生

6 拡大 幼児教育推進事業 137,400 108,801 幼児教育の質の向上に向け、「幼児教育の

総振 〔幼児政策課〕 (132,573) (105,001) 指針」の周知及び研修を実施するとともに、

一定の要件を満たす私立幼稚園の教職員に

対する処遇改善を実施

子ども・青少年の幸せと命の尊さを第一に考え、未来を担うすべての子ども・青少年が輝
いて生きられるまちを目指し策定した「第２期さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆ
め）プラン」に沿った施策を着実に遂行するため、すべての子ども・青少年・子育て家庭の
視点に立った支援策を展開するとともに、次世代を担う子ども・青少年を社会全体で育んで
いく気運を醸成し、「子育て楽しいさいたま市」の実現を目指します。

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

7 総振 保育士資格取得支援事 3,609 3,950 保育士確保のため、保育士資格の取得に要し

倍増 業 (1,805) (1,975) た経費の一部を補助

創生 〔幼児政策課〕

8 総振 保育コンシェルジュ事 28,155 27,186 保育サービス等の利用に関する相談及び情報

創生 業 (15,017) (14,500) 提供、保育所等利用保留児童の保護者へのア

〔幼児政策課〕 フターフォローを行う専任職員を各区支援課

に配置

9 総振 子育て支援センター 164,064 163,163 単独型子育て支援センター全10か所で、平日

倍増 （単独型）事業 (87,819) (90,019) 及び土曜日に加えて日曜日に開所し、父親向

創生 〔子育て支援政策課〕 けの講座、イベントを開催するとともに、孫

育て講座を実施

10 拡大 放課後児童健全育成事 3,194,582 3,078,005 待機児童の解消を図るため、支援員の処遇改

総振 業 (1,030,833) (959,725) 善を行うなど、放課後児童クラブの安定的な

創生 〔青少年育成課〕 運営を支援することにより、入所児童数を拡

大

11 拡大 放課後児童健全育成施 142,927 66,056 放課後児童クラブにおける待機児童の解消を

総振 設整備事業 (27,549) (30,780) 図るため、15か所の民設クラブの開設経費を

倍増 〔青少年育成課〕 一部助成するなど、児童の受入規模を拡大

創生

12 総振 さいたま市子ども家庭 366,817 405,152 子ども・家庭をとりまく課題に総合的に取り

倍増 総合センターの運営 (349,154) (390,190) 組み、子ども・家庭、地域の子育て機能を総

創生 〔子ども家庭総合セン 合的に支援

ター総務課〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（２）専門的な知識・技術が必要な子ども・家庭への支援を充実します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

13 総振 私立幼稚園等特別支援 73,074 72,594 心身に障害等のある幼児の就園を促進するた

創生 促進事業 (72,114) (71,874) め、私立幼稚園等における特別支援教育を支

〔幼児政策課〕 援

14 総振 障害児保育事業 199,584 184,032 障害児や心身の発達に遅れのある児童の受入

創生 〔保育課〕 (198,018) (182,466) れを促進するため、私立認可保育所等に助成

15 総振 児童相談等特別事業 33,880 33,076 児童相談所への著しい相談件数の増加や、児

〔児童相談所〕 (18,552) (17,830) 童問題の複雑化、深刻化に対応する事業を実

施

16 総振 里親支援機関事業 7,442 6,645 保護者のいない児童等の養育のため、里親の

〔児童相談所〕 (4,559) (4,358) 登録、里親への委託を推進するとともに、委

託後の里親・子の支援を実施

17 総振 総合療育センターの機 13,265 13,169 初診待ち期間短縮のため、非常勤小児科医を

倍増 能の拡充 (2) (0) 確保し、診察数を確保するとともに、児童発

〔総合療育センターひ 達支援センターで未就学児のグループ指導等

まわり学園総務課・療 を実施

育センターさくら草〕

18 総振 発達障害児支援事業 10,130 25,852 発達障害児に対する発達支援、家族支援及び

〔総合療育センターひ (759) (1,209) 地域支援を実施し、効果的な支援体制・方法

まわり学園総務課・療 を広く関係者・関係機関へ普及

育センターさくら草〕

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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（３）子ども・若者の健全育成をします。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

19 総振 子どもの社会参画推進 11,500 11,500 子どもの社会参画意識や自己肯定感を育むた

創生 事業 (11,500) (11,500) め、子どもたちの発想で仮想のまちをつくり、

〔子育て支援政策課〕 様々な体験をすることができる「子どもがつ

くるまち　ミニ〇〇（区）」を全区で実施

20 総振 子どもの居場所づくり 2,850 2,880 地域社会の中で、子どもが様々な世代との交

倍増 事業（多世代交流会食 (2,850) (2,880) 流を通じて健全に成長できる環境づくりを推

創生 ） 進するため、多世代交流会食を実施する団体

〔子育て支援政策課〕 等への支援

21 拡大 若者自立支援ルーム 69,743 162,565 社会生活を営むうえで困難を有する若者が1人

総振 運営事業 (69,743) (80,665) でも多く円滑な自立が果たせるよう、新たに

倍増 〔青少年育成課〕 市内2か所目となる若者自立支援ルームを南区

に開設し、中間支援を実施

（４）ひとり親家庭等への自立支援を充実します。

*( )内は一般財源 (単位:千円)

№ 区分 事業名 令和2年度 令和元年度 説明

22 拡大 ひとり親家庭高等職業 79,223 70,116 ひとり親家庭の経済的な自立と生活の安定の

総振 訓練促進給付金等事業 (19,806) (17,529) ため、高等職業訓練促進給付金等を支給（支

〔子育て支援政策課〕 給期間上限4年）

〔区分〕 新規 … 新規事業　　拡大 … 拡大事業　　総振 … 総合振興計画後期基本計画後期実施計画事業
　　　　　倍増 … しあわせ倍増プラン２０１７事業　　成長 … 成長加速化戦略事業　　創生 … まち・ひと・しごと創生総合戦略事業
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３．見直し事業一覧
（単位：千円）

課名 見直し事業名
見直しの理由及び内容

（代替事業等があれば記載）
コスト
削減額

幼児政策課
保幼小接続カリキュラ
ム作成の見直し

内容を精査し発行ページ数を削減することにより、予算
額を縮小する。

△ 479

幼児政策課
保育者資質向上研修事
業における外部講師の
研修回数の見直し

令和元年度、外部講師の研修回数が15回であったもの
を、令和2年度は12回とし、残りの3回は職員講師による
研修を行うことで報償費を縮小する。

△ 40

のびのび安心
子育て課

家庭的保育者等研修の
委託費の見直し

前年度実績を踏まえ、各委託項目の単価や研修の定員を
見直すことにより、委託料を縮小する。

△ 2,000

のびのび安心
子育て課

地域型保育事業連携推
進員の配置の見直し

担当する業務内容を見直すとともに、委託ではなく、市
内の保育所で勤務経験のある保育士を会計年度任用職員
として雇用し、配置する方法に見直すことにより、予算
額を縮小する。

△ 17,896

子ども家庭総
合センター
総務課

児童虐待防止啓発事業
の見直し

児童虐待防止用の啓発物の種類や仕様を見直すことによ
り、予算額を縮小する。

△ 380

子ども家庭総
合センター
総務課

要保護児童対策地域協
議会事業の見直し

要対協代表者会議の会場について、使用料のかからない
会場に変更することにより、予算額を縮小する。

△ 68

子ども家庭総
合センター
総務課

要保護児童対策地域協
議会事業の見直し

要対協の調整担当者研修について、業務委託から自主開
催に変更することにより、予算額を削減する。

△ 200

子ども家庭総
合センター
総務課

子ども家庭総合セン
ター管理運営事業の見
直し

プリンターのトナー及びコピー用紙等の在庫や、前年
度、使用に際し節減できた実績等を踏まえ、購入品を精
査することにより、予算額を削減する。

△ 32,401

子ども家庭総
合センター
総務課

子ども家庭総合セン
ター管理運営事業の見
直し

電子化の推進により、機密文書処理量を見直すことによ
り、予算額を削減する。

△ 198

子ども家庭支
援課

助言者謝礼のコストの
見直し

内容が類似しているテーマの研修を整理し、開催回数を
見直しすることにより、予算額を削減する。

△ 734

子ども家庭支
援課

印刷製本費のコストの
見直し

過去の実績等から必要性を見直し、対象や目的が異なる
ものを新たに作成することにより、予算額を削減する。

△ 348
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 113 -

＜主な事業＞

１ 40,616 ４ 737

２ 69,743 ５ 1,072

３ 983 ６ 3,827

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 113 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 7,648 [参考]グリーンライフ猿花キャンプ場管理運営

　自然の中での集団宿泊及び野外レクリエーションを通
じ、青少年の健全育成に資することを目的とした猿花
キャンプ場の管理・運営を行います。

使用料及び手数料 6

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1

　青少年の健全育成及び青少年関係団体活動の充実を図るため、団体活動拠点の
管理・運営を行います。

一般財源 7,641

グリーンライフ猿花キャンプ場

＜事業の目的・内容＞

　青少年の健全育成・非行防止を目的とした事業を実施するとともに、地域の関
係団体などと連携し、非行のない社会環境を創るため意識啓発活動を実施しま
す。また、困難を抱える若者に対し、社会的自立を支援する若者自立支援ルーム
運営事業を実施します。

　市内の小・中・高校生が家庭・友達・環境等、日頃考
えていることを作文にまとめて発表する、青少年の主張
大会を開催します。

　青少年による郷土芸能伝承活動補助金及び子ども自然
体験村参加事業補助金の交付等を行います。

事務事業名 青少年活動施設運営事業 予算額 7,648

成人式 青少年健全育成巡回活動

　成人となった青年の新しい人生の門出を市民こぞって
祝福し、成人としての自覚を促すとともに将来の幸せを
願うために、成人式を実施します。

　青少年の非行防止と安全確保及び地域環境浄化を図る
ため、地域巡回活動を実施します。

若者自立支援ルーム運営事業 いじめのないまちづくり推進事業

　困難を抱える若者が、一人でも多く円滑な自立を果た
せるよう、今年度より2か所で若者自立支援ルームの管理
運営を行い、個人の状態に合わせた自立支援プログラム
を実施し、就労や復学等へ向けた支援を行います。

　さいたま市いじめ防止対策推進条例に基づき設置し
た、さいたま市いじめのないまちづくりネットワークを
活用し、啓発活動の実施、関係機関等の連携強化を図る
など、いじめの防止などに取り組みます。

青少年の主張大会 青少年による郷土芸能伝承活動支援その他

＜特記事項＞

　若者自立支援ルーム開設に向けた建設工事が完了しました。 前年度予算額 208,591

増減 △ 91,613 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 3134、3135

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

前年度予算額 7,645

増減 3 

款/項/目 3款 民生費/1項 社会福祉費/4目 青少年費

事務事業名 青少年事業 予算額 116,978
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

款/項/目 3款 民生費/1項 社会福祉費/4目 青少年費 一般財源 116,978
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 113 -

＜主な事業＞

１ 20,272

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 -

＜主な事業＞

１ 79,114 ４ 2,497

２ 1,863

３ 1,058

青少年関係団体への支援

　青少年関係団体（青少年育成さいたま市民会議、さい
たま市子ども会育成連絡協議会、さいたま市ボーイスカ
ウト協議会等）の育成とその活動を支援するため、補助
金の交付を行います。

款/項/目 3款 民生費/1項 社会福祉費/4目 青少年費 一般財源 20,272

＜事業の目的・内容＞

　青少年活動の指導者やリーダーの養成を図り、地域の青少年健全育成活動を活
性化させるため、青少年の健全育成に関わる団体を支援します。

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

前年度予算額 20,592

増減 △ 320 

事務事業名 青少年関係団体指導育成事業 予算額 20,272

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 一般財源 84,532

児童系システムの運用及び機器等賃貸借 庶務事務

　保育料、放課後児童クラブ、児童手当及び児童扶養手
当業務に係るシステム機器の賃借、各手当システムの運
用保守を行います。

　局内調整、部内調整及び課内事務の遂行に当たり、必
要な庶務を行います。

　社会福祉審議会児童福祉専門分科会等を開催し、計画
の進行管理等を行うほか、重篤な虐待事例や特定教育・
保育施設等における重大事故が発生した場合に再発防止
に向けた検証を行います。

第２期さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆめ）プラン印刷業務

　「第２期さいたま子ども・青少年のびのび希望（ゆ
め）プラン」の印刷を行います。

事務事業名 児童福祉執行管理事業（子育て支援政策課） 予算額 84,532

＜事業の目的・内容＞

　児童福祉業務全般の効率的な運営を図り、適切な執行管理を行うとともに、児
童系業務システムの管理、運用を行います。

　児童系業務システムに係る法改正対応業務が完了したため、前年度予算額より
減額しています。

前年度予算額 146,208

増減 △ 61,676 

＜特記事項＞

児童福祉専門分科会等の開催
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 19款

-

＜主な事業＞

１ 173,093

２ 548

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 -

＜主な事業＞

１ 312児童養護審査部会の開催

  里親の認定に関する事項等を調査審議するため、児童
養護審査部会を開催します。

前年度予算額 312

増減 0 

＜事業の目的・内容＞

　社会福祉審議会児童福祉専門分科会児童養護審査部会を開催します。

事務事業名 児童福祉執行管理事業（総務課） 予算額 312
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 一般財源 312

　令和元年10月から開始した子ども事務包括業務委託の通年化により、事業費が
拡大しています。

前年度予算額 111,644

増減 61,997 

子ども事務包括業務委託事業

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 143,714

　児童福祉業務全般の効率的かつ適切な執行管理を行います。

局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 県支出金 29,927

事務事業名 児童福祉執行管理事業（幼児政策課） 予算額 173,641

　幼児教育・保育の無償化に伴う業務の一部、及び各区
役所支援課等の業務の一部を集約化・委託化することに
より業務を効率化します。

課内庶務に関する事務

　部内調整及び課内事務の遂行に当たり、必要な庶務を
行います。

＜特記事項＞
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 24款

-

＜主な事業＞

１ 285 [参考]

２ 313

３ 12,415

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 22,633児童相談所運営事業

　児童相談所を円滑に運営するため、職員の専門性の強
化及び児童相談所情報システムや公用車等の維持管理を
実施します。また、児童を措置するための経費を管理し
ます。

前年度予算額 25,268

増減 △ 2,635 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 国庫支出金 8

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 60

　児童相談所は、児童に関する様々な問題について、相談に応じ、児童が抱える
問題あるいは真のニーズ、置かれた環境等を的確に捉え、個々の児童や家庭に効
果的な支援を行うことによって、児童の福祉の向上を図るとともにその権利を保
護します。

一般財源 22,565

事務事業名 児童相談所運営事業 予算額 22,633
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/児童相談所

総合相談員雇用

　会計年度任用職員として総合相談員を雇用し、窓口相
談と電話相談を実施します。

なんでも子ども相談窓口

子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 諸収入 41

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 12,972

　悩みがある子どもや家族が、どのようなことでも相談できる窓口に、会計年度
任用職員である「総合相談員」を配置し、電話や来所による相談にワンストップ
で対応します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2108（一部）

専門図書等購入

　事業実施に必要な消耗品等を購入します。

専門職育成

　事業の参考となる研修への参加や視察等を実施しま
す。

前年度予算額 12,627

増減 386 

事務事業名 総合相談事業 予算額 13,013
局/部/課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 15,400 ４ 726

２ 4,915 ５ 2,095

３ 4,693 ６ 6,051

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 4,436

２ 3,006 

里親制度普及促進事業

　里親及び里親希望者に対して研修の実施、里親応援の
集いや里親サロンの開催、里親手当の支給及びさいたま
市里親会に対する運営費用等の補助を行います。

里親委託推進事業　　　　　　

　里親委託を推進するために、委託里親の選定・調整、
里親や関係機関との連携・調整、児童の養育に関する里
親への支援を総合的に行います。

前年度予算額 6,645

増減 797 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2106（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 国庫支出金 2,874

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 9

　里親制度は、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当と認めら
れる児童の養育を里親に委託する制度です。この制度の推進と、里親及び里親希
望者に対する研修の実施、養育里親及びさいたま市里親会への補助を行います。

一般財源 4,559

　親権を行う者がいない児童に対して、未成年後見人を
選任した場合に必要な報償費と、損害賠償保険加入料を
支援します。

　児童相談所と地域の主任児童委員との連携、協力体制
の構築、施設長等が行う身元保証の支援、ひきこもり等
児童の社会性向上等のための支援、児童虐待を引き起こ
してしまう保護者に対する心理面のケアを実施します。

事務事業名 里親支援機関事業 予算額 7,442
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/児童相談所

２４時間・３６５日体制強化事業 スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業

　24時間虐待通告電話相談員（会計年度任用職員）を配
置し、夜間・休日を問わず児童虐待の通告に応じ、児童
虐待の早期発見・早期対応を図ります。

　専門家から、被虐待児を理解するための講義や虐待の
事例検討等の研修を受け、職員の専門性を強化します。

法的対応機能強化事業 専門性強化事業

　国籍のない児童や親権停止、家庭裁判所の審判申立て
等、複雑困難なケースについて、法的対応を求められる
ため、弁護士への法律相談や審判の依頼を実施します。

　児童虐待に関する専門性を強化するために、各種研修
等への参加を促進します。

未成年後見人支援事業 その他事業

前年度予算額 33,076

増減 804 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2106（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 国庫支出金 15,321

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 7

　児童や家庭を取り巻く環境の変化により、児童虐待を始め、少年非行、ひきこ
もり等、複雑化・深刻化が進む児童問題に適切に対応するため、２４時間・３６
５日体制強化事業、法的対応機能強化事業等を実施します。

一般財源 18,552

事務事業名 児童相談等特別事業 予算額 33,880
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/児童相談所
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 119 -

＜主な事業＞

１ 1,355

２ 3,599

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

24款

-

＜主な事業＞

１ 164,064 ４ 2,850

２ 24,130 ５ 15,007

３ 11,500 ６ 9,772

インクルーシブ子育て支援の実践

　インクルーシブ子育て支援事業の普及啓発を行うとと
もに、地域の子育て支援施設等の職員に対し、インク
ルーシブ子育て支援に関する研修や情報交換等を行いま
す。

専門職員への研修事業

　インクルーシブ子育て支援事業の円滑な実施のため、
外部の専門研修の受講や有識者を招へいして研修を実施
するなど、子育て支援に関わる専門職員等の技術の向上
を図ります。

前年度予算額 5,792

増減 △ 838 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/1目 児童福祉総務費 一般財源 4,954

＜事業の目的・内容＞

　保育施設等の子育て支援に携わる職員を対象に、プログラムとツール（教材）
の作成、研修会の開催、実践のフォローアップを行うことで、養育者が抱く子ど
もの発達・発育上の「心配事」や子ども自身の「困り感」に対応できるような地
域の子育て支援力の向上を目指すことを目的とします。

事務事業名 インクルーシブ子育て支援事業 予算額 4,954
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

事務事業名 子育て支援推進事業（子育て支援政策課） 予算額 227,323

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金 38,886

前年度予算額 223,139

増減 4,184 

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 38,886

　社会全体で子どもを育てていく意識や子どもの社会参画意識を醸成し、また、
親の子育ての負担感、不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進するため
に、各種子育て支援事業を実施します。

諸収入 1,727

一般財源 147,824

　子どもの社会参画意識や自己肯定感を育むため、子ど
もたちの発想で仮想のまちをつくり、様々な体験をする
ことができる「子どもがつくるまち　ミニ○○（区）」
を全区で実施します。

  子育て家庭への支援策として、ブックスタート事業、
子育てヘルパー派遣事業、父子手帖及び祖父母手帳の作
成、さいたまキッズなＣｉｔｙ大会宣言に係る啓発活動
を行います。

のびのびルーム事業 子育て支援情報の提供

　子育て家庭の孤立化を防止するため、放課後児童クラ
ブの空き時間を活用し、子育て中の親子の遊び場・交流
の場を提供します。

　子育て支援総合コーディネーターによる子育て応援ダ
イヤルの実施、情報誌の発行、「さいたま子育てＷＥ
Ｂ」の運営など、人・紙・ＩＴを活用し、市内の子育て
に関する情報を集約し、広く提供します。

子どもの社会参画推進事業 ブックスタート事業その他

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2107（一部）、2109、2110、2112、2114

子育て支援センター（単独型）事業 子どもの居場所づくり事業（多世代交流会食）

　子育ての負担感、不安感等を緩和するため、子育て中
の親子の交流の場を提供し、育児相談等を実施します。
また、日曜日に父親向けの講座・イベントを実施すると
ともに、孫育て講座を実施します。

　地域社会の中で、子どもが様々な世代との交流を通じ
て健全に成長できる環境づくりを推進するため、多世代
交流会食に取り組む団体等への支援を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

-

＜主な事業＞

１ 500

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 25,518 ４ 2,886

２ 3,850 ５ 245

３ 79,223

　小学生以下の児童を養育している保護者が、疾病・介
護などの理由により、一時的に養育が困難となった場
合、市と契約した乳児院及び児童養護施設で一定期間児
童を預かります。

ひとり親家庭等総合支援事業 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給

　ひとり親家庭の父、母等を対象に、生活相談、就業相
談を実施するほか、就業支援講習会、養育費相談等を行
います。

　ひとり親家庭の自立の促進を図るため、ひとり親家庭
の父又は母が、指定の教育訓練講座を受講し、修了した
場合、経費の一部を支給します。

ひとり親家庭児童就学支度金の支給 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

　中学校に入学予定の児童を養育している市町村民税非
課税世帯（生活保護世帯を除く）のひとり親家庭の父、
母又は父母のいない児童を養育している方に、入学準備
に必要な経費の一部を支給します。

　ひとり親家庭の父、母又はその子が、高等学校卒業程
度認定試験の合格のために民間講座を受講する際、講座
の修了時及び当該試験の合格時に、経費の一部を支給し
ます。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等の支給

　ひとり親家庭の経済的な自立と生活の安定のため、ひ
とり親家庭の父又は母が、就業に結びつきやすい資格の
取得を目的として、1年以上養成機関に修業する場合、ひ
とり親家庭高等職業訓練促進給付金等を支給します。

前年度予算額 102,995

増減 8,727 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2113

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金 70,038

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 49

　ひとり親家庭等の生活基盤の一層の安定を図るため、母子及び父子並びに寡婦
福祉法等に基づき、各種支援を行います。

一般財源 41,635

事務事業名 ひとり親家庭等福祉事業 予算額 111,722
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

予算額 500
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金 166

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 166

　保護者の疾病・介護などの理由により、一時的に児童の養育が困難となった家
庭のため、子どもショートステイ事業を実施します。

前年度予算額 500

増減 0 

子どもショートステイ事業

一般財源 168

事務事業名 子育て支援推進事業（総務課）
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

24款

－

＜主な事業＞

１ 19,850,187

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 3,265,630

2,000

　父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立
の促進に寄与するため、児童扶養手当を支給します。

児童手当給付事業

　次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するた
め、中学校修了前の児童を養育している者に児童手当を
支給します。

＜特記事項＞

　児童扶養手当法の一部改正により、児童扶養手当の支払回数が変更となりまし
た。

前年度予算額 3,385,140

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金

事務事業名 児童扶養手当事務事業 予算額 3,265,630

県支出金 2,983,539

　次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、中学校修了前の児童を
養育している者に児童手当を支給します。

諸収入 2,000

一般財源 2,997,096

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金

事務事業名 児童手当給付事業 予算額 19,850,187

前年度予算額 19,982,254

増減 △ 132,067 

13,867,552

＜事業の目的・内容＞

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

一般財源 2,175,952

増減 △ 119,510 

1,087,678

＜事業の目的・内容＞ 諸収入

児童扶養手当事務事業

　父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される
家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、児童扶
養手当を支給します。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

‐

＜主な事業＞

１ 33,419

２ 600

３ 1,631

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

‐

2106（一部）

＜主な事業＞

１ 19,494

前年度予算額 34,534

増減 1,116 

ファミリー・サポート・センター運営事業

ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援事業

　ひとり親家庭がファミリー・サポート・センター事業
及び子育て緊急サポート事業を利用した場合に、その利
用料の一部を助成します。

事務事業名 ファミリー・サポート・センター運営事業 予算額 35,650
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金 11,954

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 11,546

  働く親たちが仕事と育児を両立できる環境を整備するとともに、会員相互の援
助活動による地域の子育て支援の推進を図ります。

一般財源 12,150

　育児の援助が必要な人と育児の援助を行いたい人を組
織化し、会員相互の援助活動として預かりや送迎を行う
ファミリー・サポート・センター事業及び病児の預かり
等を行う子育て緊急サポート事業を実施します。

ファミリー・サポート・センター無償化

　国の制度創設による幼児教育・保育の無償化により、
無償化の対象となる者に対し、ファミリー・サポート・
センター事業を利用した場合に、その利用料を助成しま
す。

事務事業名 児童虐待防止対策事業（子育て支援政策課） 予算額 19,494

　乳児の健全育成を図るとともに、乳児のいる家庭と地
域をつなぐ最初の機会を提供するため、地域の子育て支
援経験者が乳児のいる家庭を訪問し、誕生記念品の贈呈
や子育てに関する情報提供などを行います。

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金 6,498

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 6,498

　児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援、家族の再統合まで
の切れ目ない総合的な支援を実施します。

一般財源 6,498

前年度予算額 19,510

増減 △ 16 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞

ハローエンゼル訪問事業
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

-

＜主な事業＞

１ 586

２ 3,788

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 16款

17款

18款

19款

24款

-

＜主な事業＞

１ 2,170,620 ４ 897,908

２ 76,198 ５ 1,106

３ 20,652 ６ 28,098

要保護児童対策地域協議会事業

　児童虐待の発生予防から家族の再統合に至るまでの切
れ目のない総合的な支援を行うため、「要保護児童対策
地域協議会代表者会議及び区会議」などを開催し、関係
機関の連携強化を図ります。

児童虐待防止啓発事業

　児童虐待を未然に防止するため、市報、ホームページ
などを通じての広報啓発やオレンジリボンキャンペーン
の実施など、様々な機会を通して虐待防止の啓発を図り
ます。

増減 116,577 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2123（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 分担金及び負担金 302,304

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 5

　労働等により保護者が昼間家庭にいない児童に対して、公設・民設の放課後児
童クラブにおいて放課後児童支援員の下、遊びや生活の場を提供することで、放
課後等における児童の健全育成を図るとともに、保護者の仕事と子育ての両立を
支援します。

国庫支出金

前年度予算額 3,078,005

事務事業名 児童虐待防止対策事業（総務課） 予算額 4,374
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 国庫支出金 2,051

前年度予算額 6,058

増減 △ 1,684 

2106（一部）

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 2,323

　児童虐待の発生予防から早期発見・早期対応、保護・支援、家族の再統合まで
の切れ目ない総合的な支援を実施します。

＜総合振興計画実施計画事業コード＞

民設放課後児童クラブの運営委託 公設放課後児童クラブの運営委託

　ＮＰＯ法人、社会福祉法人等との委託契約により、民
設放課後児童クラブ218か所の運営を行います。

　指定管理者制度により、公設放課後児童クラブ74か所
の運営及び施設管理を行います。

民設放課後児童クラブ支援員の処遇改善 支援員研修事業、巡回保育相談事業その他

　民設放課後児童クラブの運営事業者に対し、支援員の
処遇改善のための助成を行います。

　放課後児童支援員の専門性向上のため、研修会を実施
します。児童の発達や障害等の相談に対応するため、巡
回保育相談を行います。

民設放課後児童クラブ保護者助成金 放課後児童クラブに関する事務、維持管理

事務事業名 放課後児童健全育成事業 予算額 3,194,582
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

930,769

県支出金 930,592

諸収入 79

一般財源 1,030,833

　民設放課後児童クラブに入室する児童の保護者負担の
軽減を図るため、所得に応じて保護者負担金の一部を助
成します。

　放課後児童クラブに係るシステムの賃借・運用管理、
既存公共施設の維持管理等を行います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 16款

18款

-

＜主な事業＞

１ 736

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 24款

-

＜主な事業＞

１ 22,665

予算額 22,665

国庫支出金

増減 △ 168 

家庭児童相談事業

　家庭における子どものしつけ、生活習慣、言語、発
達、発育、学校生活、非行、児童虐待等の相談を受け付
けます。

局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

事務事業名 家庭児童相談事業

368

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院助産を受けられない妊産
婦を支援します。

一般財源 367

助産施設入所委託事業

　保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由で入院
助産を受けられない妊産婦を、助産施設に入所させ助産
を実施します。

前年度予算額 650

増減 86 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 分担金及び負担金 1

＜事業の目的・内容＞

事務事業名 助産施設入所委託事業 予算額 736
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

＜特記事項＞

　家庭児童相談員が会計年度任用職員に移行しました。 前年度予算額 22,833

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 諸収入 75

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 22,590

　一般家庭における児童の諸問題について、市民からの相談に応じ、指導等を行
います。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 16款

18款

-

＜主な事業＞

１ 1,745,217 ４ 2,405

２ 69,383

３ 691

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 -

＜主な事業＞

１ 17,861 ４ 11,989

２ 700

３ 240

　施設を運営する社会福祉法人等が、職員の研修費用及
び代替職員の費用を負担した場合に、その費用の一部を
補助します。

子どもの暮らし応援事業補助金の支給 フェアスタート応援事業補助金の支給

　施設入所児童の処遇改善及び施設機能強化のための経
費を、埼玉県と協議して補助します。

　施設入所や里親委託となっている高校生児童の、学習
にかかる経費や高校生活にかかる経費を補助します。

自立援助ホーム入所児童補助金の支給

　自立援助ホームに入所している児童に対して、普通自
動車運転免許等の就職に役立つ資格取得に要する経費を
補助します。

キャリアアップ支援補助金の支給

26,770

増減 4,020 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 一般財源 30,790

＜事業の目的・内容＞

　施設に委託されている児童の生活環境改善や施設の専門性向上、児童の資格取
得への補助を行うことで、児童の処遇改善や自立支援を行います。

前年度予算額

　給付費及び医療費の審査事務費を国民健康保険団体連
合会と社会保険診療報酬支払基金に支払います。

事務事業名 児童自立支援総合対策事業 予算額 30,790
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/児童相談所

児童保護措置費 社会的養護自立支援事業

　入所措置、一時保護委託、里親委託後の入所児童処遇
費、職員処遇費、施設の運営管理費の支弁を行います。

　措置解除後の児童に対して、当座の居住費や生活費を
支給することにより、自立を支援します。

障害児施設給付費

　障害児施設において受けた施設支援等に要する費用負
担を行います。

審査支払委託事業

前年度予算額 1,728,545

増減 89,151 

局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/児童相談所

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 分担金及び負担金 7,473

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 882,886

　児童養護施設等への入所措置若しくは一時保護委託を行った場合、又は、里親
に委託措置した場合に、措置委託後の養育費につき、児童福祉法第45条の最低基
準を維持するために要する入所児童処遇費、職員処遇費及び施設の維持管理費を
支弁します。

一般財源 927,337

事務事業名 児童福祉施設入所措置等事業 予算額 1,817,696
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 -

＜主な事業＞

１ 4,501

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 17款

22款

25款

-

＜主な事業＞

１ 584,353

２ 140,588

３ 40,679

＜特記事項＞

　貸付実績に基づき貸付事業計画の見直しを行ったことにより、繰出金を縮小し
ています。

前年度予算額 21,675

増減 △ 17,174 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出し

  母子父子寡婦福祉資金貸付事業に係る事務費及び貸付
金に充当するため、繰出金の支出を行います。

[参考]
　　繰出金の推移
　　・平成26年度決算額　　　  2,912,000円
　　・平成27年度決算額　　　 11,547,520円
　　・平成28年度決算額　　　  4,888,012円
　　・平成29年度決算額　　　 15,729,791円
　　・平成30年度決算額　　　 33,413,628円

事務事業名 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計繰出金 予算額 4,501
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/2目 児童福祉費 一般財源 4,501

＜事業の目的・内容＞

　母子父子寡婦福祉資金の貸付事業の実施に必要な財源を確保するため、母子父
子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出しを行います。

　児童センター13館の建築設備定期点検等を行います。

児童センターの運営

　指定管理者制度により、児童センター18館の運営を行
います。

児童センター施設修繕・工事

　児童センターの施設修繕を行います。また、公共施設
マネジメント計画・第１次アクションプランに基づく工
事や設計業務等を行います。

児童センター管理運営業務その他

前年度予算額 837,376

増減 △ 71,756 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 使用料及び手数料 21

局/部/課

児童センター管理運営事業 予算額 765,620

＜事業の目的・内容＞ 繰入金 33,154

　児童が健全な遊びを通して、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを
目的とした児童センターの管理運営を行います。

市債 125,700

一般財源 606,745

子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課

事務事業名
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

25款

-

＜主な事業＞

１ 37,369

２ 105,558

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

-

＜主な事業＞

１ 28,155

２ 3,609保育士資格取得支援事業

　保育士確保のため、指定保育士養成施設や保育士試
験、幼稚園教諭免許状特例制度により保育士資格を取得
し、市内の保育所等に勤務したとき、資格取得に要した
経費の一部を補助します。

事務事業名 特定教育・保育施設等整備事業（幼児政策課） 予算額 31,764
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 8,373

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 6,569

　保育を希望する方や保育所等を利用できなかった方に、ニーズに合った保育
サービス等の情報を提供し、実際の利用につなげることで、保育所等の待機児童
の解消を図ります。また、保育士資格の取得支援を行うことで、保育所等の保育
環境向上や保育士不足解消につなげます。

一般財源 16,822

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2122、2123（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 29,789

＜事業の目的・内容＞ 県支出金

前年度予算額 31,136

増減 628 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2118（一部）、2119（一部）

保育コンシェルジュ事業

　保育所の利用に関する相談受付や保育所等利用保留児
童の保護者に対するアフターフォロー、保育施設や保育
サービスについての情報提供を行うための専任職員「保
育コンシェルジュ」を引き続き10区に配置します。

民設放課後児童クラブの整備促進事業

　民設放課後児童クラブの新設（15か所）、移転（3か
所）及び環境整備（4か所）を実施するため、運営事業者
が負担する経費の一部を助成します。

学校施設を活用した放課後児童クラブ整備事業

  田島小学校外3校の学校施設を活用した施設整備を実施
します。
　また、大宮東小学校の学校施設を活用した放課後児童
クラブ整備のための設計等を実施します。

＜特記事項＞

　学校施設を活用した整備事業について、前年度の実施設計に基づき工事に着手
するため、前年度予算額よりも増額しています。

前年度予算額 66,056

増減 76,871 

29,789

　民設放課後児童クラブの新設、移転、環境整備を促進することにより、待機児
童の解消及び育成支援の環境改善を図るとともに、学校施設を活用した施設整備
を行います。

市債 55,800

一般財源 27,549

事務事業名 放課後児童健全育成施設整備事業 予算額 142,927
局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/青少年育成課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

25款

-

＜主な事業＞

１ 5,730,751 ４ 3,159

２ 8,880 ５ 3,000

３ 144 ６ 240

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

-

＜主な事業＞

１ 5,201,475 ４ 24,641

２ 124,090

３ 1,500

　幼児教育の魅力を子育て世代及び幼稚園教諭志望者へ
効果的に届けられるよう、私立幼稚園協会等が行う園児
確保及び人材確保に係る取組を支援します。

幼稚園等保育料無償化事業 幼稚園就園奨励事業実施に係る事務経費

　幼児教育・保育の無償化の一環として、幼稚園や特別
支援学校に在籍する幼児に係る保育料等の負担を軽減し
ます。

　幼稚園等保育料無償化事業等の事務を円滑に執行する
ため、電算システムの運用等を行います。

幼稚園等保護者負担軽減事業

　幼稚園等に在籍する幼児の保護者の経済的負担を軽減
するため、給食に係る副食材料費相当額等を助成しま
す。

幼稚園魅力発信支援事業

＜特記事項＞

　令和元年10月から実施された幼児教育・保育の無償化の影響により、事業費が
拡大しています。

前年度予算額 3,971,006

増減 1,380,700 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 2,641,688

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 1,357,325

　幼稚園への就園を奨励するため、各種補助制度を通じて子育て世帯の経済的負
担を軽減します。
　また、本市幼児教育の更なる振興を図るため、私立幼稚園協会等が行う園児確
保及び人材確保に係る取組を支援します。

一般財源 1,352,693

　認定こども園の設置認可等に関する事項を調査審議し
ます。

　課内事務の遂行に当たり、必要な庶務を行います。

事務事業名 幼稚園就園奨励事業 予算額 5,351,706
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課

特定教育・保育施設の整備 地域型保育事業連携推進員設置事業

　民間認可保育所等の新設整備（20施設、定員1,539
人）、賃貸物件による整備（8施設、定員544人）、認定
こども園の幼稚園機能部分の整備（4施設）に要する費用
の一部を補助します。

　小規模保育事業所等の連携施設の確保を図るととも
に、民有地マッチング等による保育所整備を促進するた
め、地域型保育事業連携推進員を配置します。

独立行政法人福祉医療機構借入金利子補助金 家庭的保育者等研修事業

　保育所整備を促進するため、独立行政法人福祉医療機
構から施設整備資金を借り入れた民間法人（75施設）に
対して、借り入れた資金に係る利子の2分の1を補助しま
す。

　多様な保育の受け皿として家庭的保育事業（保育マ
マ）等を実施するため、保育者の育成や資質の向上を目
的とした研修を実施します。

認定こども園設置認可等審査部会 課内庶務に関する事務

局/部/課 子ども未来局／幼児未来部／のびのび安心子育て課

款/項/目 3款 民生費／4項 児童福祉費／3目 児童福祉施設費 国庫支出金 3,555,523

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 333,190

事務事業名 特定教育・保育施設等整備事業（のびのび安心子育て課） 予算額 5,746,174

＜特記事項＞

　増加する保育需要に対応し、待機児童の解消を図るため、これまで以上の施設
整備による定員拡充を図ります。

前年度予算額 3,096,540

増減 2,649,634 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2115

　待機児童の解消を図るため、子育て家庭の様々なニーズに応えられる多様な保
育の受け皿を確保します。

市債 1,476,600

一般財源 380,861
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

-

＜主な事業＞

１ 292,309 ４ 376,478

２ 126,689

３ 832

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

-

＜主な事業＞

１ 2,624 ４ 148

２ 5,602 ５ 404

３ 878 ６ 127,744

　保育者の資質向上と保育の充実、保幼小連携を図るた
め、幼稚園・保育所等による公開保育研修会を開催しま
す。

　本市における幼児教育の質の確保・充実を図るため、
私立幼稚園等による幼児教育環境の向上に向けた取組に
対し、補助金を交付します。

「さいたま市幼児教育の指針」啓発事業 保幼小連携推進事業

　「さいたま市幼児教育の指針」の周知を図るため、啓
発シンポジウムの開催やダイジェスト版の配付を行うと
ともに、新たに幼児教育アドバイザーを配置し、私立幼
稚園等へ派遣します。

　小学校への円滑な接続を図るため、保育者が小学校等
の教育を体験する研修会を開催し、保幼小の連携を強化
します。

「さいたま市保幼小接続期カリキュラム」策定事業 保育者資質向上研修事業

　保幼小の円滑な接続を図るため、年間指導計画等の作
成時のガイドラインとなる「さいたま市保幼小接続期カ
リキュラム」の策定を行います。

　保育者の資質向上を図るため、運動遊びや造形遊び等
に関する研修会や食物アレルギー対応に関する研修会を
実施します。

公開保育研究事業 幼児教育振興補助金の交付

＜特記事項＞

　私立幼稚園における教職員確保を支援し、幼児教育の質の向上を図るため、幼
児教育振興補助金を拡充します。

前年度予算額 108,801

増減 28,599 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2120(一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 4,827

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 132,573

　小学校就学前のすべての子どもたちを対象として、幼児教育・保育の質の向上
を図り、さいたま市らしい幼児教育を推進するための各種事業を実施します。

　子育て支援型幼稚園への入園促進を図るため、チラシ
やポスターなどを通じて情報を発信します。

事務事業名 幼児教育推進事業 予算額 137,400
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課

預かり保育事業に対する補助金の交付 預かり保育利用料の無償化

　預かり保育の長時間化・通年化や子育て支援型幼稚園
の普及を促進するため、私立幼稚園等における預かり保
育事業に対して補助金を交付します。

　幼児教育・保育の無償化の一環として、保育が必要な
園児に係る預かり保育の利用料を軽減します。

子育て支援型幼稚園の利用者負担軽減

　子育て支援型幼稚園に通う保育が必要な園児の費用負
担を保育所並みにするため、預かり保育の利用料を軽減
します。

子育て支援型幼稚園に関する情報発信

前年度予算額 900,401

増減 △ 104,093 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2116

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 235,678

＜事業の目的・内容＞ 県支出金 141,559

　多様な保育ニーズに対応した子育て支援の充実を図るため、私立幼稚園等にお
ける預かり保育事業を促進するとともに、子育て支援型幼稚園の普及に取り組み
ます。

一般財源 419,071

事務事業名 私立幼稚園等預かり保育促進事業 予算額 796,308
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

-

＜主な事業＞

１ 1,920

２ 70,854

３ 300

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

19款

-

＜主な事業＞

１ 1,048,118

２ 55,404

３ 700,560

　幼児教育・保育の無償化の一環として、保育の必要性
の認定を受けた児童が認可外保育施設等を利用した際
の、保育料の負担を軽減します。

175,140

　待機児童解消を目的に、市が定める基準を満たす認可外保育施設として認定し
たナーサリールーム、家庭保育室及び地域型事業所内保育施設等に対し、安定し
た施設運営を支援するため、保育の実施に係る経費等の支給を行います。

一般財源 1,278,544

認可外保育施設の運営に対する事業

　市が認定したナーサリールーム、家庭保育室、地域型
事業所内保育施設に対し、保育を実施した児童数等に応
じて算定した運営費等を支給します。また、多子世帯の
保育料について、軽減を行います。

認可外保育施設に対する補助事業

　市が認定したナーサリールーム、家庭保育室、地域型
事業所内保育施設が実施する常勤職員の給与改善に対
し、助成を行います。

認可外保育施設等保育料無償化事業

前年度予算額 1,629,140

増減 174,942 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 350,398

＜事業の目的・内容＞ 県支出金

事務事業名 認可外保育施設運営事業 予算額 1,804,082
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課

　私立幼稚園等における特別支援教育の充実及び振興を
図るため、さいたま市私立幼稚園協会が実施する特別支
援教育に関わる研修に要する経費の一部を補助します。

私立幼稚園等特別支援巡回相談派遣事業

　特別な教育的支援を要する幼児の就園を促進するた
め、私立幼稚園等へ特別支援巡回相談員を派遣します。

私立幼稚園等特別支援事業費補助金事業

　特別な教育的支援を要する幼児の就園を促進するた
め、私立幼稚園等が実施する特別支援事業に要する経費
の一部を補助します。

私立幼稚園特別支援教育支援事業

前年度予算額 72,594

増減 480 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2117（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 960

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 72,114

　心身に障害等のある幼児の幼稚園等への就園を促進するため、幼稚園等におけ
る特別支援教育の充実を図ります。

事務事業名 私立幼稚園等特別支援促進事業 予算額 73,074
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 16款

17款

18款

19款

22款

24款

-

＜主な事業＞

１ 2,518,567 ４ 596,147

２ 6,372 ５ 1,110

３ 5,770 ６ 68,975

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 16款

18款

19款

20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 26,879,306 ４ 1,267,357

２ 1,553,292 ５ 166,961

３ 199,584

　障害児や心身の発達に遅れのある児童の受入れを促進
するため、私立認可保育所等に助成を行います。

特定教育・保育施設等の運営費給付事業 保育人材確保対策事業

　国が定める保育単価により、特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業者に対し、施設型給付費等を支給し
ます。また、多子世帯の保育料について、軽減を行いま
す。

　市内保育施設への就職支援を実施するほか、保育士の
処遇改善の助成や保育士用宿舎の借り上げに係る経費の
一部を助成するとともに、保育支援者配置に係る経費に
対する助成を拡充します。

特定教育・保育施設等に対する補助事業 病児保育運営事業その他

　私立認可保育所等が行う多様なニーズに対応した各種
補助事業に係る経費の一部を助成します。

　認可保育所等に通所中の児童が病気又は病気回復期に
あって、保育施設での集団保育が困難な期間に、医療機
関等に併設した専用のスペースで一時的に保育を行いま
す。

障害児保育事業

＜特記事項＞

　予算の事務事業の見直しを行い、特定教育・保育施設等運営事業と児童福祉執
行管理事業（保育課）を統合しました。

前年度予算額 27,162,205

増減 2,904,295 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2117（一部）、2119（一部）、2120（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 分担金及び負担金 2,455,096

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 12,022,402

　特定教育・保育施設（私立認可保育所、認定こども園等）及び特定地域型保育
事業（小規模保育事業等）の安定した運営及び入所児童の処遇向上を図るため、
保育の実施に係る経費の給付及び多様な保育ニーズに対応した各種補助事業に係
る経費の助成を行います。

県支出金 6,515,551

財産収入 6,614

諸収入 8,078

一般財源 9,058,759

　入所児童の安心・安全な保育を継続的に実施するた
め、危機管理や虐待予防等の課題別研修、育成支援や発
達支援相談等の担当別研修を通じて、保育の質の向上と
職員等のスキルアップを図ります。

　保育・子育て支援を主な目的とした複合施設「のびの
びプラザ大宮」を適切に維持管理するため、建物内の清
掃、警備、設備の保守点検等を行います。

事務事業名 特定教育・保育施設等運営事業 予算額 30,066,500
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/保育課

公立保育所の管理運営に関する事業 公立保育所老朽化対策事業

　公立保育所61園に係る人事管理や保育用品の購入、施
設や設備の保全管理、給食の提供等、公立保育所の適切
な管理運営を行います。

　老朽化した公立保育所において、中長期的な観点で効
果的・効率的な整備・管理運営を行うため、施設の建
替、改修に係る設計・工事等を実施します。

育成支援制度実施事業 食物アレルギー対策事業

　育成支援対象児童が入所している公立保育所に対し、
臨床心理士等の相談員による巡回保育相談を行います。

　食物アレルギーのある児童への適切な対応を行うた
め、職員に対する研修の充実や有識者との協議会におい
て専門的な対応を検討するなど関係機関相互の連携を強
化します。

公立保育所職員等の育成に係る研修事業 のびのびプラザ大宮の管理運営に関する事業

＜特記事項＞ 一般財源 1,860,488

　会計年度任用職員に係る経費の一部を職員人件費（職員課）に移管しました。 前年度予算額 3,717,875

増減 △ 520,934 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2120（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 分担金及び負担金 38,019

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 848,362

　児童福祉法第24条及び子ども・子育て支援法第19条に基づき、保育を必要とす
る児童の保育を実施するとともに、公立保育所の安心・安全な環境を維持するた
め、適切な管理運営を行います。
　また、保育・子育て支援を主な目的とした複合施設「のびのびプラザ大宮」の
管理業務を行います。

国庫支出金 10,710

県支出金 63,893

繰入金 30,037

諸収入 345,432

事務事業名 公立保育所管理運営事業 予算額 3,196,941
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/保育課

16款

17款

18款

19款

22款

24款

25款

-

繰入金 30,037

諸収入 345,432

市債 324,600

一般財源 1,535,888

分担金及び負担金 38,019

使用料及び手数料 848,362

国庫支出金 10,710

県支出金 63,893
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 16款

18款

19款

24款

-

＜主な事業＞

１ 61,371

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 17款

18款

19款

-

＜主な事業＞

１ 232,389保護者のない児童等の養護及び自立支援

　保護者がいない児童、虐待されている児童、その他環
境上養護を要する児童を入所させ、これを養護し、あわ
せてその自立を支援します。

前年度予算額 216,544

増減 15,845 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 使用料及び手数料 3

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 78,051

　保護者がいない・養育能力がない等の家庭環境上の問題を抱える児童を保護、
養育し、家庭復帰、社会的自立を支援する児童養護施設の管理運営を行います。

県支出金 70,173

一般財源 84,162

事務事業名 児童養護施設等管理運営事業 予算額 232,389
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

母子の保護と自立支援

  配偶者のない女子とその監護すべき児童を入所させて
保護するとともに、自立の促進のためにその生活を支援
します。

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 分担金及び負担金 1

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 8,374

　配偶者のない女子とその監護すべき児童を入所させて保護する施設である母子
生活支援施設の管理運営を行います。

県支出金 957

諸収入 10,912

一般財源 41,127

前年度予算額 74,564

増減 △ 13,193 

事務事業名 母子生活支援施設管理運営事業 予算額 61,371
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 17款

18款

20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 129,385 ４ 33,364

２ 12,405 [参考]

３ 178,650

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 17,739子ども家庭総合センター内診療室運営事業

　児童の精神面の医学的支援を行うことを目的に、基本
的な医学的検査や治療薬の処方などの保険診療を行いま
す。

事務事業名 子ども家庭総合センター管理運営事業（子ども家庭支援課） 予算額 17,739
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課

予算額 353,804

財産収入 7,299

諸収入 320

一般財源 336,182

事務事業名 子ども家庭総合センター管理運営事業（総務課）

冒険はらっぱ等の運営

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2108（一部）

指定管理による運営 執務室等の管理

　指定管理者による施設の運営を行います。 　コピー用紙やトナー等の事務用消耗品、コピー機や公
用車の管理等を行います。

前年度予算額 392,525

　施設の各種維持管理業務を行います。

前年度予算額 18,304

増減 △ 565 

増減 △ 38,721 

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 10,000

　子ども・家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、子ども・家庭、地域の子育
て機能を総合的に支援する、子ども家庭総合センターの管理運営を行います。

局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/総務課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 使用料及び手数料 3

　冒険はらっぱ、子ども研究センター・子育てカレッジ
運営委員会、ＩＰＷ研修等を行います。

施設維持管理

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 使用料及び手数料 3,850

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 6

　子ども家庭総合センター内診療室の運営を行います。 一般財源 13,883

子ども家庭総合センター
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 17款

18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 112,448

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 18款

24款

-

＜主な事業＞

１ 16,417

２ 14,435

３ 5,895施設運営事業

　施設運営に必要な人材育成のため、専門的な研修に参
加し、処遇に関する技術の向上を図ります。その他、
入・通所児童の生活用品として必要な消耗品を購入しま
す。

生活支援事業

　入・通所児童の基本的生活習慣取得のための支援を行
います。

治療・学習・就労支援事業

　入・通所児童の心理面の治療、学習、就労準備の支援
を行います。

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 国庫支出金 22,987

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 1

　家庭環境や学校での交友関係等様々な理由により心理的な問題を抱え、社会生
活への適応が困難となり、生きづらさを感じている子どもに、生活支援を基盤と
した心理治療を中心に、就学・就労準備など自立に向けた総合的な支援を行いま
す。

一般財源 13,759

＜特記事項＞

　令和2年度より子ども家庭総合センター給食等調理業務を一時保護所管理運営事
業へ移管します。

前年度予算額 95,952

増減 △ 59,205 

入所児童の処遇に係る運営事業

　入所児童の生活や学習の指導等を行うため、学習指導
員の配置やレクリエーションを実施します。また、児童
の行動観察を行い処遇を決定します。

事務事業名 子どもケアホーム運営事業 予算額 36,747
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/子ども家庭支援課

＜特記事項＞

　令和元年度まで子どもケアホーム運営事業で行われていた給食調理等業務委託
が、令和2年度より当事業へ移管されます。

前年度予算額 45,848

増減 66,600 

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 73,868

　棄児・家出児童などで宿所がない場合や虐待・放任などの理由により児童を家
庭から一時的に引き離す必要があるときなど、緊急に保護を必要とする児童の一
時的な保護を行います。

諸収入 7,018

一般財源 31,547

事務事業名 一時保護所管理運営事業 予算額 112,448
局/部/課 子ども未来局/子ども家庭総合センター/児童相談所

款/項/目 3款　民生費/4項　児童福祉費/3目　児童福祉施設費 使用料及び手数料 15

-255-



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 121 17款

-

＜主な事業＞

１ 107,976

２ 1,302

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

20款

24款

-

＜主な事業＞

１ 14,491 ４ 13,672

２ 39,483 ５ 2,036

３ 8,986

　施設の安心・安全な利用のため、修繕・工事を行いま
す。

施設維持管理 光熱水費、通信運搬費の支払

　施設を適切に維持管理するため、施設・設備の保守、
点検等を行います。

　施設で使用する電気、ガス、水道の光熱水費及び電話
料等の通信運搬費の支払を行います。

施設内機器類の賃借、管理 旅費その他

　施設内で使用する機器類の賃借、管理を行います。 　職員の旅費・研修費、消耗品費、燃料費、印刷製本
費、診療所及び施設利用者の保険料の支払を行います。

施設修繕・工事

＜特記事項＞

　児童発達支援センターの便所改修工事が完了しました。 前年度予算額 112,015

増減 △ 33,347 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 70,351

＜事業の目的・内容＞ 財産収入 768

　ひまわり学園の円滑かつ効果的な管理運営を図り、利用者に対する安全と快適
性を確保するための施設維持管理を行います。

諸収入 1,096

一般財源 6,453

事務事業名 障害児総合療育施設維持管理事業 予算額 78,668
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

公立の障害児施設の管理運営

　公立の障害児施設について指定管理者による管理運営
を行います。

公有財産の管理

　障害児施設の維持管理を行うために必要な修繕や点検
を行います。

前年度予算額 117,098

増減 △ 7,820 

　障害児の療育を行う公立の障害児施設について、指定管理者制度による管理運
営を行うとともに、公有財産の管理を行います。

局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 使用料及び手数料 7

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 109,271

事務事業名 障害児施設管理運営事業 予算額 109,278

［参考］

公立の障害児施設

1 さくら草学園

2 杉の子園

3 はるの園
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

-

＜主な事業＞

１ 5,475 ４ 5,781

２ 19,940 ５ 16,212

３ 33,422 ６ 792

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 2,549

２ 68

３ 2,712

　在宅の重度心身障害児・者の福祉増進のため、家庭訪
問による訪問指導、生活相談、家庭環境の調整等を行い
ます。

個別及び集団的技法を用いた訓練・指導

　成長や発達に心配のある乳幼児・児童に対し、発達段
階に合わせて成長を促すことを目的として、理学療法・
作業療法・言語聴覚療法・心理指導等の訓練を行いま
す。

療育講座の開催

　市内の保育所や幼稚園、児童関連施設の職員を対象
に、発達に心配のある子どもに対する考え方や療育のあ
り方をテーマとした療育講座を開催します。

療育指導員の設置

前年度予算額 5,122

増減 207 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 5,051

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 8

　成長や発達に心配のある乳幼児・児童が地域生活を円滑に送ることができるよ
うに、早期療育を実施するとともに、家族支援や保育所・幼稚園等への地域支援
を行います。

一般財源 270

　診療を適切に実施するため、医事業務（受付、会計
等）、医療機器類の保守点検、感染性廃棄物処理の委託
等を行います。

　職員の旅費・研修費を支払います。

事務事業名 外来療育事業 予算額 5,329
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

総合療育センターの機能の拡充 医療機器等の賃借

　初診の待ち期間を短縮するため、非常勤医師の診察回
数を確保します。また、より専門的な診療を行うため、
眼科診療による適切な対応を行います。

　診療を適切に実施するため、診療に必要な医療機器等
の賃借を行います。

診療業務 医薬品、医事関連消耗品・備品の購入

　早期診断・早期治療を実施するため、非常勤医師によ
る診察を行います。

　診療を適切に実施するため、医薬品、診療業務に必要
な消耗品・備品を購入します。

診療に付随する業務・機器管理委託等 旅費その他

前年度予算額 80,461

増減 1,161 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2312（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 81,529

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 93

　成長や発達に心配のある乳幼児・児童に対する早期診断・早期治療を実施する
ため、ひまわり学園内に設置している診療所の運営を行います。

事務事業名 診療検査事業 予算額 81,622
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 16款

17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 38,920

２ 6,919

３ 166

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

18款

19款

24款

＜主な事業＞

１ 4,744

２ 720

発達障害児に対する支援

　保育所・幼稚園等の職員が発達障害等について理解を
深め、適切な支援の実施を図るため、専門職を派遣し、
指導上の助言を行います。また、保護者支援の勉強会等
を開催します。

音楽療法の実施

　発達障害児の心と身体の発達を促すため、音楽を媒体
としたコミュニケーションを促進する療法を実施しま
す。

＜特記事項＞

　会計年度任用職員に係る経費の一部を職員人件費（職員課）に移管しました。 前年度予算額 21,018

増減 △ 15,554 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2313(一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 1,881

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 2,363

　発達障害のある幼児及び児童が地域生活を円滑に送ることができるように、発
達支援を実施するとともに、家族支援や保育所・幼稚園等への地域支援を行いま
す。

県支出金 1,182

諸収入 38

　外出が著しく困難な重症心身障害等の状態にある児童
の居宅を訪問し、遊びを通じた発達支援を行います。

事務事業名 発達障害児支援事業 予算額 5,464
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課

児童発達支援センター運営業務

　児童発達支援センター利用児の個々の状態に合わせて
療育支援を実施します。また、通所児の食育・療育とし
て給食の提供を行います。

計画相談事業

　障害児が自立した日常生活や社会生活を営むため、相
談支援専門員による計画相談を実施します。

居宅訪問型児童発達支援事業

前年度予算額 45,663

増減 342 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 分担金及び負担金 3,294

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 39,842

　児童発達支援センターに通う児童の状態に合わせて、生活指導、保育指導、保
護者支援等を行います。
　障害児が集団生活に適応できるよう保育所・幼稚園等へ訪問支援を行うほか、
外出が困難な重症心身障害児の居宅を訪問し支援を行います。また、障害児が自
立した日常生活や社会生活を営むことができるよう相談支援を行います。

諸収入 2,401

一般財源 468

事務事業名 児童発達支援センター運営事業 予算額 46,005
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/総務課
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 20,669 ４ 10,849

２ 2,348 ５ 1,051

３ 2,000

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

-

＜主な事業＞

１ 21,020 ４ 2,567

２ 5,586 ５ 708

３ 5,099

　診療を適切に実施するため、診療に必要な医療機器等
の賃借を行います。

診療業務 医薬品、医事関連消耗品・備品の購入

　早期診断・早期治療を実施するため、非常勤医師によ
る診察を行います。

　診療を適切に実施するため、医薬品、診療業務に必要
な消耗品・備品を購入します。

診療に付随する業務・機器管理委託等 旅費その他

　診療を適切に実施するため、医療機器類の保守点検、
感染性廃棄物処理の委託等を行います。

　職員の旅費・研修費、診療所の保険料を支払います。

医療機器等の賃借

前年度予算額 37,223

増減 △ 2,243 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 34,859

＜事業の目的・内容＞ 一般財源 121

　成長や発達に心配のある乳幼児・児童に対する早期診断・早期治療を実施する
ため、療育センターさくら草内に設置している診療所の運営を行います。

　施設の安心・安全な利用のため、修繕を行います。

事務事業名 療育センター診療所運営事業 予算額 34,980
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草

施設維持管理 光熱水費・通信運搬費の支払

　施設を適切に維持管理するため、施設・設備の保守、
点検等を行います。

　施設で使用する電気、ガス、水道の光熱水費及び電話
料等の通信運搬費の支払を行います。

施設内機器類の賃借、管理 旅費その他

　施設内で使用する機器類の賃借、管理を行います。 　職員の旅費・研修費、消耗品費、燃料費、施設利用者
の保険料の支払を行います。

施設修繕

前年度予算額 35,118

増減 1,799 

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 36,183

＜事業の目的・内容＞ 諸収入 229

　療育センターさくら草の円滑かつ効果的な管理運営を図り、利用者に対する安
全と快適性を確保するための施設維持管理を行います。

一般財源 505

事務事業名 療育センター維持管理事業 予算額 36,917
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 17款

18款

19款

24款

-

＜主な事業＞

１ 1,869

２ 4,666

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

予算書Ｐ. 123 16款

17款

24款

-

＜主な事業＞

１ 191,997

２ 7,790

児童発達支援センターの運営等業務

　通所児が自立した日常生活や社会生活を営むことがで
きるよう児童発達支援センターの運営や送迎バスの運
行、給食の提供を行います。

総合療育センターの機能の拡充

　児童発達支援センターで未就学児のグループ指導等を
行います。

前年度予算額 194,883

増減 4,904 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2312（一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 分担金及び負担金 3,198

＜事業の目的・内容＞ 使用料及び手数料 119,907

　児童発達支援センターに通う児童の状態に合わせて、生活指導、保育指導、保
護者支援等を行います。
　また、障害児が集団生活に適応できるよう保育所・幼稚園等へ訪問支援を行う
ほか、障害児が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう相談支援を
行います。

諸収入 1,900

一般財源 74,782

事務事業名 療育センター児童発達支援センター運営事業 予算額 199,787
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草

個別訓練・指導

　成長や発達に心配のある乳幼児・児童に対し、発達段
階に合わせて成長を促すことを目的として、理学療法・
作業療法・言語聴覚療法・心理指導等の訓練を行いま
す。

発達障害児支援事業

　保育所・幼稚園等の地域の人材を育成するために、専
門職の派遣や保護者支援の勉強会等を開催します。

前年度予算額 7,079

増減 △ 544 

＜総合振興計画実施計画事業コード＞ 2313(一部）

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/4目 障害児総合療育施設費 使用料及び手数料 2,249

＜事業の目的・内容＞ 国庫支出金 2,323

　成長や発達に心配のある乳幼児・児童が地域生活を円滑に送ることができるよ
うに、早期療育を実施するとともに、家族支援や保育所・幼稚園等への地域支援
を行います。

県支出金 1,162

諸収入 16

一般財源 785

事務事業名 療育センター外来・地域療育事業 予算額 6,535
局/部/課 子ども未来局/総合療育センターひまわり学園/療育センターさくら草
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（特別会計） （単位：千円）

予算書Ｐ. 373 〔財源内訳〕

1款

2款

3款

4款

＜主な事業＞

91,000[1款：母子父子寡婦福祉資金貸付事業費]

（1）母子父子寡婦福祉資金の貸付け・償還
　子どもの修学資金などの貸付け及び返済対象者につい
ての償還指導を行います。

＜特記事項＞

　貸付実績に基づき貸付事業計画の見直しを行ったことにより、貸付金を縮小し
ています。

前年度予算額 102,000

増減 △ 11,000 

繰入金 4,501

繰越金 46,137

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

会計名 母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 予算額 91,000

＜事業の目的・内容＞

　経済的に厳しい状況にある母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方の経済的自立
と生活意欲の助長を図るため、各種資金の貸付けを行います。 諸収入 37,022

市債 3,340
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